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情報公開・個人情報保護審査会第５部会 

  開催記録 

 

 

１ 日時  令和３年８月２０日（金）１３：１０～１７：１０ 

２ 場所  情報公開・個人情報保護審査会第１会議室 

３ 出席者 藤谷俊之部会長，泉本小夜子委員，磯部哲委員 

４ 議事の項目等 

（１）事件名：令和３年（独情）諮問第２９号「給与額一覧（臨時出張所７か所）の

一部開示決定に関する件」 

諮問庁：日本司法支援センター 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（２）事件名：令和３年（行個）諮問第１１４号「本人との特定日の面談記録等の不

開示決定に関する件」 

諮問庁：海上保安庁長官 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（３）事件名：令和３年（独情）諮問第１４号「内閣府原子力安全委員会の被ばく医

療分科会資料に記載の特定の派遣依頼の具体的な内容を記録した文書

等の不開示決定（不存在）に関する件」 

事件名：令和３年（独情）諮問第１５号「内閣府原子力安全委員会の被ばく医

療分科会資料に記載の特定の派遣要請の具体的な内容を記録した文書

等の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：独立行政法人国立病院機構 

調査審議の内容：上記諮問事件につき，情報公開・個人情報保護審査会設置法

施行令２条１項に基づき併合の上，審議 

 

（４）事件名：令和３年（独情）諮問第２８号「特定のコンプライアンス通報に関し

法律事務所に問い合わせた際の費用に関する文書の不開示決定（存否

応答拒否）に関する件」 

諮問庁：国立大学法人東京大学 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（５）事件名：令和３年（独情）諮問第１号「特定規則に定める寄宿料免除事由とし

て想定している内容が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する

件」 



 
 2 

諮問庁：国立大学法人京都大学 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（６）事件名：令和３年（独情）諮問第２号「一人当たりの寄宿料月額について使途

内訳が分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：国立大学法人京都大学 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（７）事件名：令和３年（独個）諮問第２号「本人の寄宿料免除申請却下の理由等が

分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：国立大学法人京都大学 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（８）事件名：令和３年（独個）諮問第３号「本人の本籍等が記載された文書の不開

示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：国立大学法人京都大学 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（９）事件名：令和２年（行情）諮問第２６４号「特定団体の作成した治療教育機関

施設全調査の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（10）事件名：令和３年（独個）諮問第２７号「本人に係る特定の運営会議議事録等

の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：独立行政法人国立高等専門学校機構 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（11）事件名：令和２年（行情）諮問第２７７号「「桜を見る会」招待者名簿の不開

示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：内閣総理大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（12）事件名：令和２年（行情）諮問第２７８号「「桜を見る会」推薦者名簿の一部

開示決定に関する件」 

諮問庁：内閣総理大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 
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（13）事件名：令和２年（独情）諮問第４０号「「誹謗中傷等を止める様に何度も求

めた電子メール」等の不開示決定に関する件」 

事件名：令和２年（独情）諮問第４１号「特定職員が特定の発言をした根拠等

の不開示決定に関する件」 

事件名：令和２年（独情）諮問第４２号「開示手続の延長を可能とする法的根

拠を記す文書の不開示決定に関する件」 

事件名：令和２年（独情）諮問第４３号「特定番号の裁決書謄本に記載されて

いる特定日付けで諮問した文書等の不開示決定に関する件」 

事件名：令和２年（独情）諮問第４４号「特定職員の特定期間の出勤簿等の不

開示決定に関する件」 

諮問庁：独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 

調査審議の内容：上記諮問事件につき，情報公開・個人情報保護審査会設置法

施行令２条１項に基づき併合の上，審議 

 

（14）事件名：令和３年（行情）諮問第２１号「利用者が高速道路に誤侵入した場合

の料金が定められていない理由が分かる文書等の不開示決定に関する

件」 

諮問庁：国土交通大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（15）事件名：令和２年（独個）諮問第４１号「本人に係る民事法律扶助事件に関す

る償還予定表の不訂正決定に関する件」 

諮問庁：日本司法支援センター 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（16）事件名：令和３年（独個）諮問第１４号「本人に係る職員別給与簿（特定年

度）の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：日本司法支援センター 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

 

（17）事件名：令和元年（行情）諮問第３７８号「「発達障害児の定義，判断基準，

記載様式」の開示決定に関する件（文書の特定）」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（18）事件名：令和元年（行情）諮問第４１０号「障害（者）等の定義等が分かる文
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書の開示決定に関する件（文書の特定）」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（19）事件名：令和元年（行情）諮問第３７５号「「発達障害者支援法上の発達障害

児の特徴（厚生労働省が作成したもの）」の開示決定に関する件（文

書の特定）」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（20）事件名：令和元年（行情）諮問第３７６号「「発達障害児の障害の内容，程度

（保護者に説明するもの）」の開示決定に関する件（文書の特定）」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（21）事件名：令和元年（行情）諮問第３７７号「「発達障害児の特徴（厚生労働省

が作成したもの）」の開示決定に関する件（文書の特定）」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（22）事件名：令和元年（行情）諮問第３９１号「特定県発達障害者支援センターが

使用している発達障害（者），自閉症（者），学習障害（者）の定義，

判断基準及び近年度支援人数が記載されている文書」の開示決定に関

する件（文書の特定）」 

諮問庁：厚生労働大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（23）事件名：令和３年（独個）諮問第９号「調停後の本人からの電話照会について

特定弁護士がつなぎ役となったことが分かる文書の不開示決定（不存

在）に関する件」 

諮問庁：国立大学法人大阪大学 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

（24）事件名：令和３年（独個）諮問第１０号「特定役職が本人に対して医療の拒否

をしたことが分かる文書の不開示決定（不存在）に関する件」 

諮問庁：国立大学法人大阪大学 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 
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（文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局） 


